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照会業務資格者一覧表（輸出関連業務）
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IEX 輸出申告等照会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

IES 輸出申告等一覧照会 ○

IEU 別送品輸出申告照会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

IUE 別送品輸出申告一覧照会 ○

IMO 輸出自動車情報照会 ○

IEC 輸出貨物搬入予定照会 ○ ○

ICI 船積コンテナ情報照会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ISI 船積指図書（S/I）情報照会 ○ ○ ○

IBK ブッキング情報照会 ○ ○ ○ ○ ○

IBL ブッキング一覧照会 ○ ○ ○

IPU ピックアップオーダー照会 ○ ○ ○ ○

IPD ピックアップ本数差異一覧照会 ○ ○ ○

IPL 回答前ピックアップオーダー一覧照会 ○ ○ ○

IAC 船積情報登録状況照会 ○ ○ ○

IAL 船積情報照会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



照会業務
（輸出関連業務）
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照会業務（輸出関連）について

 IEX業務 輸出申告等照会
 輸出申告等に係る情報を照会できます。

 IES業務 輸出申告等一覧照会
 輸出申告等に係る手続状況等を一覧で照会できます

 IEU業務 別送品輸出申告照会
 別送品輸出申告番号単位に別送品輸出申告に係る情報を

照会します。

 IUE（ＳＥＡ）業務 別送品輸出申告等一覧照会
 別送品輸出申告に係る手続状況等を一覧で照会できます。
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5

輸出申告等照会（IEX）

 IEX業務 輸出申告等照会
 輸出申告等に係る情報を、照会することができます。

照会したい申告等番号を入力
します



6

輸出申告等照会（IEX）

 IEX 輸出申告等照会 結果（共通部上段）※特定輸出では出力項目が異なります。

（１）１、２桁目に審査区分を出力。３桁目に検査区分を出力
（２）輸出等許可前の場合は、輸出申告情報に登録されてい

る審査区分識別を出力
（３）輸出等許可内容変更申請がされている場合は、輸出等

許可内容変更申請の審査区分識別を出力
（４）ＣＫＯ業務により審査区分識別が変更されている場合は、

変更後の審査区分識別を出力
（５）搬入前申告の審査終了がされた場合は、1桁目に「H」を

出力
（６）通関関係書類の原紙提出が必要な場合は、４桁目に「Ｔ」

「Ｇ」「Ｍ」のいずれかを出力
（７）審査区分が「△１」の場合で、通関関係書類の提出が必

要な場合は、４桁目に「Ｙ」を出力

（１）搬入時申告の場合は、「I」を出力
（２）開庁時申告の場合は、「K」を出力
（３）搬入前申告の場合は、「X」を出力
（４）開庁時搬入前申告の場合は、「Y」を出力
（５）申告変更された場合は、申告時の申告条件を

出力

搬入後処理が行われた場合は、「＊」を出力
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輸出申告等照会（IEX）

 IEX 輸出申告等照会結果（共通部下段）※特定輸出では出力項目が異なります。

以下の場合は必ず「Ｙ」を出力
①積戻し申告
②用途外使用の用途に該当しない用途
③関税の減免戻税または内国消費税の免税
還付

④展示等積戻し申告

以下の船積確認要件である場合は、その適用区分を
出力
Ａ： 積戻し申告の場合
Ｆ： 関税定率法第２０条該当の場合
Ｅ： 関税定率法第１９条の３該当の場合
Ｈ： 関税定率法第１９条の２該当の場合
Ｄ： 関税定率法第１９条該当の場合
Ｂ： 関税定率法第１１条該当の場合
Ｃ： 関税定率法第１７条該当の場合
Ｇ： 上記以外の関税関係法規に該当する場合

なお、競合した場合は、上記の優先順位に１つ
のみ出力



輸出申告等一覧照会（ＩＥＳ）

 IES業務 輸出申告等一覧照会
 輸出申告等に係る手続状況等を
一覧で照会できます。
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（１）照会種別コードが「Ａ」、「Ｅ」、「Ｉ」、「Ｊ」の場合はスペースを出力
（２）照会種別コードが「Ｂ」、「Ｃ」、「Ｄ」、「Ｋ」の場合

０：搬入前申告済で搬入前
１：輸出申告等済で搬入後・輸出等許可前
２：輸出申告等変更事項登録済で輸出申告等変更前
３：輸出申告等変更済で輸出等許可前
４：輸出等許可済
５：輸出等許可内容変更申請事項登録済で輸出等許可内容変更申請前
６：輸出等許可内容変更申請済で輸出等許可内容変更申請承認前
７：輸出等許可内容変更申請承認済
８：輸出取止め再輸入申告事項登録済で申告前
９：輸出取止め再輸入申告済で再輸入許可前
スペース：輸出申告等前（開庁時、搬入時自動起動の登録を含む）

（１）輸出申告情報に登録されている輸出申告等の審
査区分を出力

（２）搬入前申告に係る審査終了がされた場合は、１桁
目に「Ｈ」を出力

（３）輸出等許可内容変更申請が行われている場合は、
輸出等許可内容変更申請の審査区分を出力

（４）通関関係書類の原紙提出が必要な場合は、４桁
目に「Ｔ」「Ｍ」「Ｇ」のいずれかを出力

（５）審査区分が「△１」の場合で、通関関係書類の提
出が必要な場合は、４桁目に「Ｙ」を出力

照会したい種別コードを入力します
Ａ： 事項登録一覧 Ｅ： 申告済未許可一覧
Ｂ： 申告一覧 Ｉ：未許可申告一覧（搬入後処理未済）
Ｃ： 搬入時申告一覧 Ｊ： 未許可申告一覧（搬入後）
Ｄ： 開庁時申告一覧 Ｋ：通関士審査対象一覧



IEU 別送品輸出申告等照会について

 IEU業務 別送品輸出申告照会
 別送品輸出申告番号単位に別送品輸出申告に係る情報を照会します。
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（１）１、２桁目に審査区分を出力。３桁目に検査区分を出力
（２）別送品輸出許可前の場合は、別送品輸出申告情報に登

録されている審査区分識別を出力
（３）別送品輸出許可内容変更申請がされている場合は、別

送品輸出許可内容変更申請の審査区分識別を出力
（４）ＣＫＯ業務により審査区分識別が変更されている場合は、

変更後の審査区分識別を出力
（５）輸出申告搬入後処理前の場合で、審査終了がされた場

合は、１桁目に「Ｈ」を出力

（１）搬入時申告の場合は、「Ｉ」を出力
（２）開庁時申告の場合は、「Ｋ」を出力
（３）搬入前申告の場合は、「Ｘ」を出力
（４）開庁時搬入前申告の場合は、「Ｙ」を出力
（５）申告変更された場合は、申告時の申告条

件を出力



IUE 別送品輸出申告一覧照会について

 IUE（ＳＥＡ）業務 別送品輸出申告等一覧照会
 輸出申告等に係る手続状況等を
一覧で照会できます。

10

（１）照会種別コードが「Ａ」、「Ｃ」、「Ｄ」、「Ｅ」の場合はスペースを出力（「Ａ」の場合は、
開庁時、搬入時自動起動の登録を含む）

（２）照会種別コードが「Ｂ」、「Ｋ」の場合
０：搬入前申告済で搬入前
１：別送品輸出申告済で搬入後・別送品輸出許可前
２：別送品輸出申告変更事項登録済で別送品輸出申告変更前
３：別送品輸出申告変更済で別送品輸出許可前
４：別送品輸出許可済
５：別送品輸出許可内容変更申請事項登録済で別送品輸出許可内容変更申請前
６：別送品輸出許可内容変更申請済で別送品輸出許可内容変更申請承認前
７：別送品輸出許可内容変更申請承認済

（１）別送品輸出申告情報に登録されている別送品輸
出申告の審査区分を出力

（２）別送品輸出許可内容変更が行われている場合は、
別送品輸出許可内容変更の審査区分を出力

（３）搬入前申告に係る審査終了がされた場合は、１
桁目に「Ｈ」を出力

照会したい種別コードを入力します

Ａ：事項登録一覧 Ｂ：申告一覧 Ｃ：未許可申告一覧
Ｄ：未許可申告一覧（搬入後処理未済）
Ｅ：未許可申告一覧（搬入後）
Ｋ：通関士審査対象一覧



照会業務（輸出関連）について

 輸出自動車情報照会（IMO）
 輸出自動車に係る情報を照会する。

 輸出貨物搬入予定照会（IEC）

 ｢輸出貨物情報登録｣業務が行われた貨物のうち、保税地域に搬入予
定の貨物の情報を、保税地域単位かつ搬入予定日単位に輸出管理
番号の一覧として照会します。

 船積コンテナ情報照会(ICI)
 船積みする本船単位に輸出コンテナの情報を照会する。
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輸出自動車情報照会（IMO）

 輸出自動車に係る情報を照会する。
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IMO(輸出自動車情報照会) 輸出自動車情報照会情報

輸出自動車情報登録番号単位に輸出自
動車情報を照会する。



輸出貨物搬入予定照会（IEC）

 「輸出貨物情報登録（ＥＣＲ）」業務が行われた貨物のうち、保税地域
に搬入予定の貨物の情報を、保税地域単位かつ搬入予定日単位に
輸出管理番号の一覧として照会する。
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IEC(輸出貨物搬入予定照会) 輸出貨物搬入予定照会情報

•入力者がＣＹまたは保税蔵置場の場合
は、入力者の管理する保税地域コードで
あること。
•搬入予定先の入力が省略された場合は、
入力者の管理する保税地域を処理対象
とする。



船積コンテナ情報照会(ICI)

 船積みする本船単位に輸出コンテナの情報を照会する。
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ICI(船積コンテナ情報照会) 船積コンテナ情報照会情報(コンテナ情報)【共通部】

照会種別 照会名称 概要

A
コンテナ情
報

当該本船に係るコンテナ情報を照会する。

【繰返部】

コンテナ識別：
２２： 輸出コンテナ
２８： 仮陸揚コンテナ

船積可能識別：
Ｍ：ＣＹＣ業務により、マニュアル輸出

許可済の旨が登録されている

空/実入コンテナ識別：
４： 空コンテナ
５： 実入コンテナ

特記事項：入力者がＣＹの場合
「積出港コード」の入力は任意。



船積コンテナ情報照会(ICI)

 船積みする本船単位に輸出コンテナの情報を照会する。
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ICI(船積コンテナ情報照会) 船積コンテナ情報照会情報(船積可能コンテナ一覧情報)【共通部】

【繰返部】

照会種別 照会名称 概要

B
船積可能コ
ンテナ一覧
情報

当該本船に係るコンテナ情報を照会し、当該コンテナ番号に
対して、船積み可能であるかを識別で照会する。

コンテナ識別：
２２： 輸出コンテナ
２８： 仮陸揚コンテナ

船積可能識別：
Ｐ： 全ての貨物が輸出許可済（積戻し

許可済含む）、仮陸揚貨物である
Ｍ：ＣＹＣ業務により、マニュアル輸出

許可済の旨が登録されている
Ｅ： 空コンテナである
△：上記以外である

空/実入コンテナ識別：
４： 空コンテナ
５： 実入コンテナ

特記事項：入力者がＣＹの場合
「積出港コード」の入力は任意。



船積コンテナ情報照会(ICI)

 船積みする本船単位に輸出コンテナの情報を照会する。
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ICI(船積コンテナ情報照会) 船積コンテナ情報照会情報(船積管理情報)

照会種別 照会名称 概要

C
船積管理情
報

当該本船に係る船積管理情報を照会する。

船積情報登録（終了）済表示：
入力された積載船舶コード、積出港
コード、航海番号に対してＣＬＲ業務
により船積（船積終了）処理がされて
いる場合に「Ｙ」を出力

船会社コード（ＳＣＡＣ）：
照会種別コードが「Ｃ（船積管理情
報）」の場合は、入力不要

積出港コード：
照会種別コードが「Ｃ（船積管理情
報）」の場合は、全ての業種で必須
入力



船積コンテナ情報照会(ICI)

 船積みする本船単位に輸出コンテナの情報を照会する。
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ICI(船積コンテナ情報照会) 船積コンテナ情報照会情報(積載船舶差異情報)

照会種別 照会名称 概要

D
積載船舶差
異情報

当該本船に係るコンテナ情報を照会し、当該コンテナ番号に
係る貨物情報の積載予定船舶コードが、当該コンテナの積載
予定船舶コードと異なるかを識別で照会する。

特記事項
積載船舶差異情報照会（照会種別コード：「Ｄ」）の場合、コンテナ情報に関連付けされ
ているすべての輸出・積戻し貨物が積載船舶差異の判定条件となるため、以下の貨物
も積載船舶差異の状態であれば、差異表示が出力される。
① システム外搬入貨物
② 「許可・承認等情報登録（輸出通関）（ＰＡＥ）」業務で「輸出等許可後の手作業移行

（ＰＴＳ）」または「別送品輸出許可後の手作業移行（ＵＵＳ）」された貨物
③ マニュアル許可済貨物

特記事項：入力者がＣＹの場合
「積出港コード」の入力は任意。



照会業務（輸出関連）について

 船積指図書(S/I)情報照会(ISI)
 ｢船積指図書(S/I)情報登録｣業務で登録された船積指図書情報なら
びにN-S/I番号に関連付けられた貨物情報の進行状況の照会を行う。

 ブッキング情報照会(IBK)

 ブッキング番号単位に、ブッキング情報及びブッキング情報に係る空
コンテナピックアップオーダー情報、コンテナ情報を照会する。

 ブッキング一覧照会(IBL)
 本船単位(船会社コード、積載予定船舶コード、航海番号、積出港等
単位)に、システムに登録されているブッキング情報及びブッキング情
報に関連付けられたコンテナ情報を一覧として照会する。
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船積指図書(S/I)情報照会(ISI)

 ｢船積指図書(S/I)情報登録｣業務で登録された船積指図書情報なら
びにN-S/I番号に関連付けられた貨物情報の進行状況の照会を行う。

19

N-S/I番号、荷主リファレンスナン
バー、社内整理番号（海貨・通関
用）のいずれか必須で入力する。

照会区分を入力する。
Ａ：Ｓ／Ｉ情報の照会
Ｂ：進行管理情報の照会
Ｃ：移管履歴情報の照会

ISI(船積指図書(S/I)情報照会)

船積指図書(S/I)情報照会情報

船積指図書(S/I)情報照会情報(進行管理情報)



ブッキング情報照会（IBK）
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入力者が船会社以外の時は、該当の船
会社コードを必須入力

照会種別 照会名称 概要

A
ブッキング
情報

ブッキング情報の詳細を照会する。

B ピックアップ情報
当該ブッキング情報に係る空コンテナピックアップオーダー情報
（引渡予定コンテナ本数、引渡済みコンテナ本数及び申込者情
報を照会する。

C コンテナ情報
当該ブッキング情報に係るコンテナ情報（空コンテナ引渡識別
及びCY搬入票作成識別など）を照会する。

D
ブッキング
概要情報

ブッキング情報の概要を照会する。

入力者が保税蔵置場及び海貨業の場合は、
照会種別が「D」（ブッキング概要情報）のみ、
照会することが可能です。

 ブッキング番号単位に、ブッキング情報及びブッキング情報に係る空
コンテナピックアップオーダー情報、コンテナ情報を照会する。

照会可能者：
船会社・船舶代理店
ＣＹ・保税蔵置場・海貨業 照会結果は次頁を参照



ブッキング情報照会（IBK） 照会結果（ブッキング情報）
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照会種別：A（ブッキング情報）



ブッキング情報照会（IBK） 照会結果（ピックアップ情報）
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照会種別：B（ピックアップ情報）

海貨業による、PUR（空コンテナピック
アップ登録）後に照会可能となります。



ブッキング情報照会（IBK） 照会結果（コンテナ情報）
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照会種別：C（コンテナ情報）

バンプールによる、PCD（空コンテナ引渡情報登録）業務後に照会可能となります。

照会



ブッキング情報照会（IBK） 照会結果（ブッキング概要情報）
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照会種別：D（ブッキング概要情報）

照会種別：A（ブッキング情報）の簡易版になります。

照会



ブッキング一覧照会（IBL）

 本船単位(船会社コード、積載予定船舶コード、航海番号、積出港等
単位)に、システムに登録されているブッキング情報及びブッキング情
報に関連付けられたコンテナ情報を一覧として照会する。
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利用可能者：
船会社・船舶代理店・CY

照会種別 照会名称 概要

A 積出港情報 指定した積出港に係るブッキング番号及びコンテナ番号に対して、CY搬入状況及び船積み可否等を照会する。

B 荷受地情報 指定した荷受地に係るブッキング番号及びコンテナ番号に対して、CY搬入状況及び船積み可否等を照会する。

C 設定温度情報 指定した積出港に係るブッキング番号及びコンテナ番号の一覧から、設定温度、湿度等の指定がある情報のみを抽出し照会する。

D オーバーサイズ情報 指定した積出港に係るブッキング番号及びコンテナ番号の一覧から、オーバーサイズの指定がある情報のみを抽出し照会する。

E 危険品情報 指定した積出港に係るブッキング番号及びコンテナ番号の一覧から、危険品の指定がある情報のみを抽出し照会する。

F 船社指示情報 指定した積出港に係るブッキング番号及びコンテナ番号の一覧から、船会社指示の指定がある情報のみを抽出し照会する。

G ブッキング一覧帳票 （概要情報） 指定した積出港、荷受地、積出港CY、荷受地CY及びその他に係るブッキング番号及びコンテナ番号の一覧を帳票出力する。

H
ブッキング一覧帳票
（設定温度情報）

指定した積出港、荷受地、積出港CY、荷受地CY及びその他に係るブッキング番号及びコンテナ番号の一覧から、設定温度の指定が
ある情報のみを抽出し帳票出力する。

I
ブッキング一覧帳票
（オーバーサイズ情報）

指定した積出港、荷受地、積出港CY、荷受地CY及びその他に係るブッキング番号及びコンテナ番号の一覧から、オーバーサイズの指定が
ある情報のみを抽出し帳票出力する。

J
ブッキング一覧帳票
（危険品情報）

指定した積出港、荷受地、積出港CY、荷受地CY及びその他に係るブッキング番号及びコンテナ番号の一覧から、危険品の指定が
ある情報のみを抽出し帳票出力する。



照会業務（輸出関連）について

 ピックアップオーダー照会(IPU)

 空コンテナ容器の引渡しを行う際に、空コンテナピックアップ登録業務
により登録された空コンテナピックアップオーダー情報について船会
社コード及びP/U番号単位に照会を行う。また、空コンテナの引渡しが
行われている場合、空コンテナ引渡情報も参照可能とする。

 ピックアップ本数差異一覧照会(IPD)

 システムに登録されているブッキング情報のブッキング本数と、空コン
テナピックアップオーダー情報のピックアップ本数の合計本数に差異
があるブッキング番号について、本船単位(船会社コード、積載予定
船舶コード、航海番号、積出港単位)に一覧として照会する。
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ピックアップオーダー照会（IPU）

 空コンテナ容器の引渡しを行う際に、空コンテナピックアップ登録業務
により登録された空コンテナピックアップオーダー情報について船会
社コード及びP/U番号単位に照会を行う。また、空コンテナの引渡しが
行われている場合、空コンテナ引渡情報も参照可能とする。
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利用可能者：
船会社・船舶代理店・CY・
海貨・バンプール

IPU(ピックアップオーダー照会) ピックアップオーダー照会情報



ピックアップ本数差異一覧照会(IPD)
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利用可能者：
船会社・船舶代理店・CY

IPU(ピックアップ本数差異一覧照会) ピックアップ本数差異一覧照会情報(積出港情報)

 システムに登録されているブッキング情報のブッキング本数と、空コン
テナピックアップオーダー情報のピックアップ本数の合計本数に差異
があるブッキング番号について、本船単位(船会社コード、積載予定
船舶コード、航海番号、積出港単位)に一覧として照会する。

差分本数（不足分）
• ブッキング情報DBに登録のブッキングコン
テナ本数に対して、 Ｐ／Ｕコンテナ本数の
合計が少ない場合に、その差分本数を出力

• 不足本数が存在しない場合は、「０」を出力

ピックアップ本数差異一覧照会情報(荷受地情報)

差分本数（超過分）
• ブッキング情報DBに登録のブッキングコン
テナ本数に対して、Ｐ／Ｕコンテナ本数の合
計が多い場合に、その差分本数を出力

• 超過本数が存在しない場合は、「０」を出力
• 超過本数が９９本を超える場合は、９９」を
出力



照会業務（輸出関連）について

 回答前ピックアップオーダー一覧照会(IPL)
 「空コンテナピックアップ登録(PUR)」業務により登録された空コンテナ
ピックアップオーダー情報のうち、「空コンテナピックアップ回答(PUA)」
業務により回答を行っていないP/U番号について、船会社コード、積出
港、引取予定日及びピックアップ場所単位に照会を行う。
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回答前空コンテナピックアップオーダー一覧照会（IPL）

 「空コンテナピックアップ登録（ＰＵＲ）」業務により登録された空コンテ
ナピックアップオーダー情報のうち、「空コンテナピックアップ回答（ＰＵ
Ａ）」業務により回答を行っていないＰ／Ｕ番号について船会社コード、
積出港及び引取予定年月日単位に照会を行う。
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利用可能者：
船会社・船舶代理店・CY

PUA業務（空コンテナピックアップ回答）を行う前に、
海貨業のPUR業務（空コンテナピックアップ）による
ピックアップ依頼がどれくらいあるのか、空コンテナ
の引取年月日から照会することが可能です。
※照会可能者がPUA業務でピックアップオーダー
申込先として登録されていることが必要です。

IPL(回答前ピックアップオーダー一覧照会) 回答前ピックアップオーダー一覧照会情報



照会業務
（ACL・SWB関連業務）
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照会業務（ACL関連業務）について

 船積情報登録状況 (IAC)
 システムに登録されている船積確認事項登録情報の件数を照会する。

 船積情報照会(IAL)
 ACL業務等で登録された内容を、ブッキング番号単位に照会する。
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照会業務（ACL関連業務）について

 照会可能時間帯について
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（ACL01・02）業務
まで終了 船積確認事項登録

（ACL01・02）業務実施日



船積情報登録状況（IAC）

 システムに登録されている船積確認事項登録情報の件数を照会する。
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船積確認事項登録情報の登録状況を照会
したい積載船舶にかかる情報を入力。

ACL情報登録件数
入力された積載船舶に係る登
録件数を出力
件数がない場合は、「０」を出力

利用可能者：
船会社、船舶代理店、ＮＶＯＣＣ
船舶代理店の場合、入力された積出港にお
いて、入力された船会社との受委託関係が
システムに登録されていること

IAC(船積情報登録状況照会)

船積情報登録状況照会情報

取消件数
入力された積載船舶に係る登
録件数を出力
件数がない場合は、「０」を出力



船積情報照会（IAL）

 ACL業務等で登録された内容を、ブッキング番号単位に照会する。
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最新更新利用者コードを出力

取消識別
０：登録・訂正
１：Ｃａｎｃｅｌ（取消済み）

利用可能者：
• ACL業務の送信者
• 「船会社」「通知先」「CY・CFS」欄に入力さ
れた利用者

IAL(船積情報照会) 船積情報照会情報


